
　
町
で
は
住
宅
の
耐
震
化
を
促
進
す
る
た

め
、
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
工
事
の
支
援

を
し
て
い
ま
す
。
詳
細

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

1
木
造
住
宅
の
無
料
耐
震
診
断

対
象
と
な
る
住
宅　
表
参
照

対
象
者　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
な
ど

支
援
内
容　
町
が
委
託
す
る
耐
震
診
断
員

を
派
遣
し
て
診
断
を
実
施
し
ま
す
。

費
用　
無
料

募
集
件
数　
10
件
（
抽
選
）

2
住
宅
精
密
耐
震
診
断
費
補
助

対
象
と
な
る
住
宅　
表
参
照

対
象
者　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
な
ど

補
助
金
の
額　
耐
震
診
断
費
の
3
分
の
2

の
額
（
1
0
0
0
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

※
補
助
金
の
上
限
額
は
8
万
6
0
0
0
円

募
集
件
数
　
2
件
（
抽
選
）

3�

木
造
住
宅
の

　
耐
震
改
修
工
事
費
補
助

対
象
と
な
る
住
宅　
表
参
照

対
象
者　
対
象
と
な
る
住
宅
の
所
有
者
な
ど

補
助
金
の
額
　
上
限
1
0
0
万
円
ま
た
は

耐
震
改
修
工
事
費
に
5
分
の
4
を
乗
じ
た

額
の
い
ず
れ
か
低
い
方
の
額

対
象
と
な
る
条
件　
耐
震
改
修
工
事
で
、
耐

震
診
断
結
果
が
1
・
0
未
満
と
診
断
さ
れ
た

住
宅
を
1
・
0
以
上
と
す
る
耐
震
改
修
工

事
、
ま
た
は
0
・
7
未
満
と
診
断
さ
れ
た
住

宅
を
0
・
7
以
上
と
す
る
耐
震
改
修
工
事

募
集
件
数　
4
件
（
抽
選
）

�

4
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

　
撤
去
・
改
修
費
補
助

対
象
と
な
る
も
の　
対
象
と
な
る
道
路
に

面
す
る
、
安
全
性
が
確
認
で
き
な
い
ブ

ロ
ッ
ク
塀
の
撤
去
工
事
と
、
そ
れ
に
伴
う

軽
量
フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
設
置

補
助
金
の
額　
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
、

軽
量
フ
ェ
ン
ス
な
ど
の
設
置
に
要
す
る
経

費（
と
も
に
1
㍍
に
つ
き
1
万
円
を
上
限
）

の
そ
れ
ぞ
れ
2
分
の
１
の
額
（
そ
れ
ぞ
れ

10
万
円
が
上
限
）

募
集
件
数　
5
件
（
工
事
内
容
に
よ
り
変

更
あ
り
／
抽
選
）

5
吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
等

　
分
析
調
査
事
業
補
助

対
象
と
な
る
も
の　
町
内
に
あ
る
建
築
物
で

吹
付
け
ア
ス
ベ
ス
ト
な
ど
が
施
行
さ
れ
て
い

る
可
能
性
の
あ
る
建
築
物
の
分
析
調
査

補
助
金
の
額　
上
限
25
万
円
（
１
棟
あ
た

り
／
１
０
０
０
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

募
集
件
数　
1
件
（
抽
選
）

申
込
方
法

　
所
定
の
申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
契
約
前
に
必
要
書
類
を
添
え
て
ま
ち
づ

く
り
建
設
課
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、

募
集
件
数
に
達
し
な
い
場
合
は
抽
選
日
以

降
随
時
受
け
付
け
ま
す
。
そ
の
際
、
令
和
3

年
1
月
29
日
㈮
ま
で
に
工
事
を
終
え
書
類

手
続
き
を
完
了
す
る
も
の
と
し
ま
す
。

抽
選
応
募
期
間　
5
月
29
日
㈮
～
6
月
19

日
㈮
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
午
前

8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分
）

抽
選
日
時　
6
月
22
日
㈪
午
前
10
時

場
所　
町
役
場
3
0
1
会
議
室

※
抽
選
の
場
合
は
ご
連
絡
し
ま
す
。
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支援制度 住宅の種類、
工法 建築年 床面積

1木造住
宅の無料耐
震診断

町内にある在
来軸組工法の
木造住宅
（注 1）

昭和 56
年 5月
31日以
前の着工

延べ床面積
250㎡以
下、2階建
て以下

2住宅精
密耐震診断
費補助

町内にある一
戸建て住宅
（非木造住宅
も対象）

建築年
問わず

床面積の制
限なし�
（注 2）

3木造住
宅の耐震改
修工事費補
助（注 3）

町内にある在
来軸組工法の
木造住宅
（注 1）

昭和 56
年 5月
31日以
前の着工

床面積の制
限なし�
（注 2）

耐震化支援対象となる住宅の条件

注 1　�木造以外の構造が混在している住宅、昭
和 56 年 5 月 31 日以降に増築された住
宅や特殊な工法の住宅などは、対象外に
なることがあります。

注 2　 店舗などの用途を兼ねる場合は、その部
分が延べ床面積の 2分の 1未満のもの。

注３　��町が実施する耐震診断、または、それと
同等以上の効力を有する耐震診断で、診
断結果が 1.0 未満のものに限ります。

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。

住
宅
の
耐
震
化
を
支
援
し
ま
す

5
月
29
日
㈮
か
ら
受
付
開
始

ま
ち
づ
く
り
建
設
課
都
市
計
画
係
☎
34
・
2
0
8
5
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町役場の代表電話番号☎ 0744-32-2901

暮
ら
し
・
環
境

保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

就
職
・
募
集

行
政
情
報

催
し
・
講
座

そ
の
他

お
知
ら
せ

こ
ん
な
と
き
に
は
届
出
が
必
要
で
す

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

桜
井
年
金
事
務
所
☎
42
・
0
0
3
3

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

　
国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む
20
歳
以
上

60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
人
が
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

届
出
は
加
入
す
る
と
き
だ
け
で
な
く
、

被
保
険
者
種
別
が
変
わ
っ
た
と
き
に
も
必

要
で
す
。
も
し
、
届
出
を
し
な
か
っ
た
場

合
、
年
金
額
が
少
な
く
な
っ
た
り
受
け
取

れ
な
か
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
必
ず
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
の
加
入
種
別

◦
第
1
号
被
保
険
者

自
営
業
の
人
や
そ
の
配
偶
者
、
学
生
、

フ
リ
ー
タ
ー
な
ど
が
対
象
と
な
り
、
第

1
号
被
保
険
者
へ
の
加
入
や
種
別
変
更

の
手
続
き
は
、
町
住
民
保
険
課
か
桜
井

年
金
事
務
所
の
窓
口
で
行
い
ま
す
。

◦
第
2
号
被
保
険
者

会
社
員
や
公
務
員
な
ど
、
厚
生
年
金
保

険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
対
象
に
な
り

ま
す
。
届
出
は
、
会
社
や
官
公
庁
な
ど

勤
務
先
が
行
い
ま
す
。

◦
第
3
号
被
保
険
者

国
民
年
金
の
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
配
偶
者
が
対
象
に
な
り
ま

す
。
届
出
は
配
偶
者
の
勤
務
先
を
通
じ

て
行
い
ま
す
。

※社会保険厚生年金保険資格喪失証明書・離職票など

届出が必要なとき届出が必要なとき 異動の内容異動の内容 持参するもの持参するもの
20 歳になったとき
（厚生年金保険加入者、国民年金第
３号被保険者を除く）

第 1号被保険者となります。
・印鑑
・個人番号がわかるもの
・本人確認できるもの

退職したとき
（厚生年金保険加入者の場合）

第 2号被保険者から第 1号被
保険者になります。（第 3号被
保険者に該当する場合を除く）

・印鑑
・年金手帳
・資格喪失日（扶養から外れた
日）の分かる書類（※）

・個人番号がわかるもの
・本人確認できるもの

配偶者に扶養されていたが、配偶者
が厚生年金保険の資格を喪失したと
き、配偶者の扶養から外れたとき

第 3号被保険者から第 1号被
保険者になります。

20 歳以上 60 歳未満の人はこんなときに届出が必要です

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用
を

進
め
ま
し
ょ
う

未
来
に
つ
な
が
る
安
心
・
安
全

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係
☎
34
・
2
0
9
7

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

　
新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
と
同
じ
有
効
成

分
が
含
ま
れ
て
い
て
、
同
等
の
効
き
目
を

発
揮
す
る
薬
で
す
。
先
発
医
薬
品
よ
り
開

発
費
用
が
抑
え
ら
れ
る
た
め
、
価
格
が
安

く
設
定
さ
れ
て
お
り
、
薬
局
な
ど
の
窓
口

で
の
支
払
い
負
担
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

医
療
保
険
制
度
維
持
の
た
め
に

一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
使
用
す
る
こ

と
で
、
一
人
ひ
と
り
の
医
療
費
の
軽
減
に

つ
な
が
り
、
医
療
保
険
制
度
を
次
の
世
代

に
引
き
継
ぐ
こ
と
に
も
貢
献
し
ま
す
。
可

能
な
限
り
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
使
用

を
進
め
ま
し
ょ
う
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
切
り
替
え
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
？

　
医
師
や
薬
剤
師
へ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
を
希
望
す
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
ょ
う
。

　
お
く
す
り
手
帳
や
保
険
証
に
貼
り
付
け

ら
れ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
希
望
シ
ー

ル
な
ど
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。

　保険証やお薬手帳などの余白部分に貼ってお
使いください。

印字された文字に重
ならないように貼り
付けてください。

シールの使用例

ジェネリック医薬品希望シール
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　妊婦さんが母子健康手帳を
受け取る時に、タワラモトン
タクシー利用券も受け取れる
ようになりました
　従来は、担当課での申請が
必要でしたが、町役場１階子
育て世代包括支援センター及
び保健センターでも母子健康手帳とともに申請できます。
　また、４月から妊婦さんがタワラモトンタクシー利用
券を利用する場合は、タクシー営業時間内であればいつ
でも利用可能となっています。ぜひご活用ください。
　利用の対象となるのは、出産予定で、
母子健康手帳の交付を受ける人です。
手続きなど詳しくは、町ホームページを
ご覧ください。

タワラモトンタクシー利用
券を母子健康手帳と同時に
交付しています

企画財政課政策企画係☎ 34-2083

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
の
費
用
を

助
成
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

住
民
保
険
課
福
祉
・
高
齢
医
療
係
☎
34
・
2
0
9
5
／
☎
34
・
2
0
9
6

　
人
間
ド
ッ
ク
や
、
脳
ド
ッ
ク
を
受
診
す

る
場
合
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

助
成
額
（
年
度
に
そ
れ
ぞ
れ
1
回
の
み
）

人
間
ド
ッ
ク
…
2
万
円
（
上
限
）

脳
ド
ッ
ク
…
2
万
1
0
0
0
円
（
上
限
）

助
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
人

人
間
ド
ッ
ク
…
❶
～
❺
の
条
件
を
満
た
す
人

脳
ド
ッ
ク
…
❶
～
❸
の
条
件
を
満
た
す
人

❶ 

申
請
日
時
点
で
、
被
保
険
者
の
資
格
が

あ
る
こ
と

❷�

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
完
納
し
て

い
る
世
帯
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と

❸ 

受
診
す
る
年
度
（
令
和
元
年
4
月
～
令

和
３
年
3
月
末
）
に
お
い
て
健
康
診
査

を
受
診
し
て
い
な
い
こ
と

❹ 

人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
結
果
を
健
康
診

査
・
保
健
指
導
に
利
用
す
る
こ
と
に
同

意
し
、
提
出
す
る
こ
と

❺  

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
っ
た
場
合

は
、
指
導
を
受
け
る
こ
と

申
請
方
法

　
助
成
を
受
け
る
た
め
に
は
ド
ッ
ク
受
診

前
に
申
請
が
必
要
で
す
。
医
療
機
関
に
予

約
の
う
え
、
住
民
保
険
課
福
祉
・
高
齢
医

療
係
の
窓
口
へ
申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

◦
被
保
険
者
証　

◦�

個
人
番
号
が
分
か
る
も
の
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）　

◦
印
鑑

工業統計調査にご協力を
お願いします

行政施策のための基礎資料 よりスムーズに利用できるようになりました

企画財政課統計分析係☎ 34-2083

　工業統計調査は、我が国
における工業の実態を明ら
かにすることを目的とする
政府の重要な調査で、統計
法に基づく報告義務のある
基幹統計調査です。
　調査の結果は、中小企業
施策や地域振興など、国及び地域行政施策のための
基礎資料として利活用されます。調査の趣旨・必要
性をご理解いただき、ご協力をお願いします。
対象　従業員 4人以上の全ての製造事業所
調査期日　6月 1日
調査内容の秘密の厳守
　調査票にご記入いただいた内容は、統計作成の目
的以外（税の資料など）に使用することはございま
せん。

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。

10広報たわらもと　2020.05広報たわらもと　2020.05



町役場の代表電話番号☎ 0744-32-2901

暮
ら
し
・
環
境

保
険
・
年
金

健
康
・
福
祉

子
育
て
・
教
育

就
職
・
募
集

催
し
・
講
座

そ
の
他

お
知
ら
せ

行
政
情
報

11 広報たわらもと　2020.05広報たわらもと　2020.05

5 月 5日（こどもの日）から
1週間は「児童福祉週間」

やさしさに　つつまれそだつ　やさしいこころ

こども未来課総合相談係☎ 33-9095

　「児童福祉週間」とは、毎年 5月 5日の「こどもの日」
から 1週間のことで、子どもや家庭、子どもの健や
かな成長について国民全体で考えることを目的として
います。
　子育てには気力と体力を使うため、困りごとが生じ
たときには相談に行く気力がわかない状態になってい
ることも多く、状態が落ち着いているときに子育て広
場に出かけてみることや子育て相談をしておくことも
大切です。
　地域で子どもたちの笑顔を守るために一人ひとりに
何ができるのかを考える機会にしましょう。

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
◦総合相談係（役場内）☎ 33-9095◦総合相談係（役場内）☎ 33-9095
◦子育て相談係（保健センター）☎ 33-9035◦子育て相談係（保健センター）☎ 33-9035
土・日曜日、祝日、夜間（午後 5 時 15 分～土・日曜日、祝日、夜間（午後 5 時 15 分～
翌午前 8 時 30 分）翌午前 8 時 30 分）
◦◦児童家庭支援センターあすか☎ 44児童家庭支援センターあすか☎ 44--58005800

保護者の人へ～ひとりで悩まないで！～保護者の人へ～ひとりで悩まないで！～
　子育て中の悩みや不安がいつの間にか児童虐待子育て中の悩みや不安がいつの間にか児童虐待
につながってしまうこともあります。そんな時は、につながってしまうこともあります。そんな時は、
ひとりで抱え込まないでぜひ、ご相談ください。ひとりで抱え込まないでぜひ、ご相談ください。
　相談は窓口や電話、訪問も可能です。対応する　相談は窓口や電話、訪問も可能です。対応する
職員は、保健師・助産師・保育士などがいますの職員は、保健師・助産師・保育士などがいますの
で、いつでも相談ください。で、いつでも相談ください。

　児童相談所への児童虐待の相談対応件数は増加の一
途をたどっており、�子どもの命が失われる痛ましい事
件が続いています。この中には、保護者が「しつけ」
と称して暴力・虐待を行い、死亡に至るなどの重篤な
結果につながるものもあります。�
　2月に「体罰等によらない子育てのために～みんな
で育児を支える社会に～」が厚生労働省から各都道府
県に通知されました。
　体罰などによる子どもの行動の変化はたたかれた恐
怖心などによるもので、自分で考えて行動した結果で
はないと指摘されています。体罰は子どもの成長の助
けにならないだけでなく、心身の発達などに悪影響を
及ぼす可能性もあるとして、必要ではないと言われて
います。

体罰等によらない子育てのために
～ みんなで育児を支える社会に ～

１. しつけと体罰の関係 
　しつけとは、子どもの人格や才能などを伸ばし、自
律した生活を送れるようにするなど、子どもをサポー
トして社会性を育む行為です。体罰は、ただ押さえつ
けるだけの行為であり、許されることではありません。
こんなことしていませんか
これらは全て体罰です。
◦�言葉で３回注意したけど言うことを聞かないので、
頬を叩いた�
◦�大切なものにいたずらをしたので、長時間正座させた
◦�友達を殴ってケガをさせたので、同じように子ども
を殴った��
◦他人のものを取ったので、お尻を叩いた��
◦宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった

２.. 体罰以外の暴言などの子どもの心を傷つける行為�
　身体的な虐待だけでなく、その他の著しく監護を怠
ること（ネグレクト）や、子どもの前で配偶者に暴力
を振るったり、著しい暴言や著しく拒絶的な対応をす
ること�（心理的虐待）などについても虐待として禁止
されています。�
こんなことしていませんか 
子どもの心を傷つける行為です。
◦�冗談のつもりで「お前なんか生まれてこなければよ
かった」など、子どもの存在を否定するようなこと
を言った�
◦�やる気を出させるという口実で、きょうだいを引き
合いにしてけなした�

しつけと体罰は何が違うのか



実施機関 件数
○町長部局 321

町 長 公 室 20
総　務　部 42
住民福祉部 150
産業建設部 64
上下水道部 43
会 計 課 2

○教育委員会 62
○選挙管理委員会 9
○公平委員会 3
○監査委員 2
○農業委員会 7
○固定資産評価審査委員会 2
○議会 3

合計 409

個人情報取扱事務の届出状況（表 2）

町民の皆さんにお知らせしたい情報を
ドンと拡大して掲載しています。
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団 長 今西和夫さん
副 団 長 鎌田　貢さん
副 団 長 澤井　実さん
第１分団長 森田孝浩さん
第２分団長 浅井宗一さん
第３分団長 中垣英樹さん
第５分団長 森田保男さん
第６分団長 増田克巳さん
第７分団長 谷口　亨さん

消防団役員の紹介

　6�つの分団で組織されている田原本
町消防団は「自分たちの町は自分たち
で守る」という精神のもと、火災や災
害発生時に出動し、日ごろから防災啓
発活動を行っています。4�月 1�日現
在の役員は右記のとおりです。

田原本町消防団の役員を紹介します
　防災課安全防災係☎ 34-2059

自分たちの町は自分たちで守る
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公文書の開示請求・申出の運用状況（表 1）

件数 実施機関
決定内容

開示 部分開示 非開示 却下

開示
請求

11 町長部局 4 6 0 1

3 教育
委員会 0 3 0 0

0 議会 0 0 0 0

申出

3 町長部局 2 0 1 0

1 教育
委員会 0 1 0 0

1 選挙管理
委員会 0 1 0 0

0 議会 0 0 0 0
合計 19 6 11 1 1

※�決定に対する審査請求はありませんでした。



町役場の代表電話番号☎ 0744-32-2901
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清掃センターからのお知らせ
　清掃センター（環境管理課）☎ 33-5003

ゴールデンウィーク中の収集について

5 月 4日と 5日㈷はもえるごみの収集を行います
もえるごみの収集日が月・木曜日の自治会…5月4日（月・祝）
もえるごみの収集日が火・金曜日の自治会…5月5日（火・祝）
　午前８時30分までに所定の集積場にごみを出してください。
5 月 4 日と 5 日㈷は清掃センターへごみを持ち込めます。
時間…午前9時～正午　費用…10kgにつき50円（家庭ごみ）
※本人確認書類の提示が必要です。
※�平日とは受付終了時間が異なりますのでご注意ください。
※ �10kg 未満は 10kg とみなします。
※持ち込みの場合、袋の指定はありません。
※�指定ごみ袋を使用している場合や、分別された資源ごみ
の持ち込みは無料です。

5 月 6日（水・振替休日）は清掃センターの
休業日です
　この日はごみの収集を行いません。また、ごみの持ち込
みも受け付けていませんのでご注意ください。

使用済み小型家電の回収ボックスに
ライターや電池などを入れないでください
　使用済み小型家電の
回収を町内8ヵ所のボッ
クスで実施しています
が、電池やライタ一な
どの回収できないもの
が多数ボックス内に投
入されています。使用済み小型家電ボックスをご利
用の際は、回収できるものだけを投入してください。
回収できないもの（例）
テレビ・電池・充電池・エアコンなど
回収ボックス設置場所
町役場・青垣生涯学習センター・保健センター・清
掃センター・ふれあいセンター・商工会・笠縫駅前
自転車駐車場・老人福祉センター
※投入したものは取り出せません。
※�投入口の大きさは 35cm× 20cmです（ボック
スに入らないものは回収できません）
※個人情報は自己責任で消去してください。
※公共施設の開庁日時にご利用ください。

※�新型コロナウイルス感染症による影響により、本紙に掲載されている情報が変更になる可能性があります。
最新の情報については、担当課へ問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。

マイナンバーカード・マイキー
ID受付時間の延長と休日開庁

マイナンバーカードを取得しましょう

　マイナンバーカードとマイキー IDをより取得しやすい
ように、受付時間の延長と休日開庁を実施します。

マイナンバーカード用の顔写真を無料で撮影しています。

窓口での印鑑登録証明書の取得
　窓口で印鑑証明書を取得するには「印鑑登録証」か「住民
カード」の提示が必要です。忘れずに持参してください。
なお、利用者証明用電子証明書が登録されたマイナンバー
カードで、印鑑証明書と住民票を取得できます。

午前 10 時～午後 4 時5月10日㈰休日開庁

受付時間の延長 5月20日㈬、6月10日㈬
午後 7 時まで（交付の受付は午後 6 時 30 分まで）

業務内容　▶マイナンバーカード交付窓口…通知カードの受け
取り、マイナンバーカードの交付・申請（その他の業務は行いま
せん）　▶マイキー ID 設定支援窓口…マイキーIDの設定支援（窓
口の混雑状況によっては、お時間をいただくことがあります）

問い合わせ
マイナンバーカード交付窓口…住民保険課戸籍住民
相談係☎ 34-2087／マイキー ID設定支援窓口…
総務課システム情報係☎ 34-2073

通知カードが廃止されます
　法改正に伴い、令和 2年 5月下旬に通知カー
ドが廃止され、紛失などによる再交付ができなく
なります。なお、出生届などでマイナンバーを新
規付番した時は個人番号通知書（マイナンバー、
氏名、生年月日などが記載された書面）を送付す
る方法に変更されます。今後、マイナンバーを証
明する書類は以下のとおりとなります。
◦写真付きのマイナンバーカード
◦マイナンバー記載の住民票
◦�通知カード（記載された住所氏名などに変更が
ない場合に限る）
※�個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類
として使用できません。
※�現在お持ちの通知カードは、マイナンバーカード
の交付を受けようとする場合などに返納する必要
がありますので、廃棄しないようご注意ください。


